
船橋市精神保健福祉推進協議会要綱 

（設置） 

第１条 本市における精神障害者が社会復帰するために必要な福祉施策を推進し、市民の

精神保健の増進に寄与するため、船橋市精神保健福祉推進協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 

（定義） 

第２条 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者の福祉に関する

法律第５条に規定する精神障害者で、精神科医療機関等の判定により精神疾患を有する

ものをいう。 

（協議事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

⑴  精神障害者の社会復帰対策に関する事項（船橋市地域精神保健福祉連絡協議会での

協議事項は除く） 

⑵ 市民の精神健康増進のための事業の実施に関する事項 

⑶ 前各号に掲げるもののほか、会長が特に必要と認める事項 

（組織） 

第４条 協議会は、委員１４人以内で組織する。 

（委員） 

第５条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

⑴ 船橋市医師会の代表者 １人 

⑵ 精神科医療機関の代表者 ３人 

⑶ 家族会の代表者 ３人 

⑷ 精神保健福祉に関する団体の代表者及び学識経験者 ４人以内 

⑸ 市職員 ３人 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、委嘱又は任命時における職を離れた委員は、解任されるも

のとする。 

４ 委員は再任することができる。 

５ 委員のうち３人以上は、女性とする。 

 



（会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会議を掌理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、必要のつど会長が招集し、会長が議長となり議事を整理する。 

（幹事） 

第８条 協議会は、協議事項について事前に調査検討を行わせるため幹事若干名を置くも

のとする。 

２ 幹事は、精神障害福祉について専門的知識を有する者のうちから、会長が指名する。 

３ 幹事は、協議会の開催する幹事会に出席するものとする。 

（参考意見等の聴取） 

第９条 協議会は、必要に応じ、関係機関の職員に必要な資料を提出させ、又は協議会に

出席させて意見を聞くことができる。 

（会議結果の報告） 

第１０条 会長は、協議会の協議事項について成案を得たときは、協議会の議事を経て報

告書を市長に提出するものとする。 

（秘密の保持） 

第１１条 委員及び関係者は、協議会で知り得た事項を他に漏らしてはならない。職を離

れたときも、同様とする。 

（庶務） 

第１２条 協議会の庶務は、保健所保健総務課において処理する。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 

（公務災害補償） 

第１４条 委員の職務上生じた災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例（昭和４２年船橋市条例第３３号）に準じて補償する。 

 

 

 



附 則 

 この要綱は、昭和６１年７月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成７年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１０年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１２年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


